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(57)【要約】
【課題】洗面所に於ける水の流れ或いは水濡れ状態を測
定及び監視するためのシステムを提供する。
【解決手段】洗面所設備に於ける実際の或いは切迫した
溢れ出し状態を検出するためのシステムが、洗面所設備
内に於ける水位の異常な上昇を、水が実際に溢れ出する
前に検出する溢れ出しセンサを有する。洗面所の床に於
ける異常な量の水を検出するように水センサを設けるこ
ともできる。データ通信ユニットがセンサと通信する。
洗面所モニタステーションが、データ通信ユニットと無
線通信し、データ通信ユニットを介してセンサと通信す
る。洗面所モニタステーションは、溢れ出しセンサ或い
は水センサにより検出される水の存在を表示するように
されている。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗面所設備に於ける実際の或いは切迫した溢れ出し状態を検出するためのシステムであ
って、
　前記洗面所設備内に於ける水位の異常な上昇を、水が実際に溢れ出する前に、所定の位
置にて検出するように前記洗面所設備に設けられた溢れ出しセンサと、
　前記溢れ出しセンサと通信するデータ通信ユニットと、
　前記データ通信ユニットと無線通信し、前記データ通信ユニットを介して前記溢れ出し
センサと通信する洗面所モニタステーションとを有し、
　前記洗面所モニタステーションが、前記溢れ出しセンサが水の存在を検出したことを表
示するように構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記洗面所が複数の便器及び流し台を有すると共に、これら便器及び流し台のそれぞれ
に対応するように個別の溢れ出しセンサを有し、前記溢れ出しセンサが、前記洗面所モニ
タステーションに於いてそれぞれ個別の識別タグにより識別されるようにしたことを特徴
とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記溢れ出しセンサが、検出器、電源及び電子制御ユニットを有し、前記検出器が、前
記電源及び電子制御ユニットに対して離隔して設置されていることを特徴とする請求項１
に記載のシステム。
【請求項４】
　前記溢れ出しセンサが便器に設けられ、かつ便器のボール内の水位の異常な上昇を検出
するための検出器及び便座に設けられた電子制御ユニットを有することを特徴とする請求
項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記電子制御ユニットが前記便座に埋め込まれていることを特徴とする請求項４に記載
のシステム。
【請求項６】
　前記溢れ出しセンサに電力を供給するためのソーラパネルを更に有し、前記ソーラパネ
ルが、前記洗面所内の照度に応じて電力を発生し、前記洗面所が照明されているときには
、バッテリ電源或いは主電源を細流充電することを特徴とする請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記溢れ出しセンサに対して電力を供給するための動き発電機を更に有し、前記動き発
電機が、利用者が洗面所を通常の態様で使用したときに駆動される部材を有し、前記部材
の運動を電力に変換し、この電力により充電可能なバッテリを定期的に細流充電すること
を特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記溢れ出しセンサが、洗面所設備の容器壁に沿って水位を検出するＵＷＢ検出器を含
むことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記溢れ出しセンサが、洗面所設備に於いて所定の水位に達したときに検出可能な周波
数偏移を引き起こすように同調された無線発振器回路を有することを特徴とする請求項１
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記溢れ出しセンサが、洗面所設備の水容器に向けてビームを照射する能動的な発信機
を有し、水により反射される前記ビームの特性の関数として前記水容器内の水位を検出す
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記能動的な発信機が、前記洗面所内に於ける活動が検出されることにより発生するト
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リガ信号により起動されるまでスリープモードに維持されるようにしたことを特徴とする
請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記洗面所設備が自動的に起動され、前記洗面所モニタステーションが、前記洗面所設
備の制御回路と通信し、前記洗面所設備の溢れ出し状態を検出したときに前記洗面所設備
を非作動状態とすることを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記洗面所が、前記洗面所設備に至る水供給管に設けられた少なくとも1つの遠隔制御
可能な遮断弁を有し、前記洗面所モニタステーションが、前記遮断弁の制御回路と通信し
、溢れ出し状態が検出されたときには前記遮断弁を自動的に閉弁することを特徴とする請
求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記洗面所の床の監視位置に於ける異常な量の水を検出するような位置に設けられた少
なくとも1つの水センサを更に有することを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　洗面所の床に於ける異常な量の水を検出するためのシステムであって、
　前記洗面所の床の監視位置に於ける異常な量の水を検出するような位置に設けられた少
なくとも1つの水センサと、
　前記溢れ出しセンサと通信するデータ通信ユニットと、
　前記データ通信ユニットと無線通信し、前記データ通信ユニットを介して前記水センサ
と通信する洗面所モニタステーションとを有し、
　前記洗面所モニタステーションが、前記水センサが水の存在を検出したことを表示する
ように構成されていることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　前記水センサが、前記監視位置に於ける前記洗面所の床の上の水による温度変化を検出
するようにされていることを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記水センサが赤外線センサを含むことを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記水センサが、前記監視位置に於ける前記洗面所の床の上の水による導電性を検出す
るようにされた導電性部材を含むことを特徴とする請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記水センサが、前記監視位置の床面をカバーするような所定のパターンをなして配置
された露出する複数の導電性ポリマービーズを含むことを特徴とする請求項１６に記載の
システム。
【請求項２０】
　前記導電性ポリマービーズが、導電性部材の開回路の個々の脚部に電気的に接続されて
いることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記脚部が交互するように配置され、少なくとも２つの互いに隣接する脚部間を交差す
る水により、前記水センサにより検出されるべき回路が閉じられるようにしたことを特徴
とする請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記複数の導電性ポリマービーズが互いに電気的に絶縁され、かつ共通の励起された部
材に接続されていることを特徴とする請求項１９に記載のシステム。　
【請求項２３】
　前記導電性部材が、前記洗面所の所望の位置設けられたパッド上に配置されていること
を特徴とする請求項１８に記載のシステム。　
【請求項２４】
　前記導電性部材が、前記洗面所の床材上に直接配置されていることを特徴とする請求項
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１８に記載のシステム。　
【請求項２５】
　前記洗面所の複数の位置に配置された、前記洗面所モニタステーションと通信する複数
の水センサを有し、前記洗面所モニタステーションが、前記複数の水センサの検出のタイ
ミング及び順序の関数として、前記洗面所の床の上の水の位置、流量及び流れの方向の任
意の組み合わせを判定するようにされていることを特徴とする請求項１５に記載のシステ
ム。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願＞
　本出願は、２００３年１２月３１日に出願された、"Dispenser with Electronic Sensi
ng Device to Control Delivered Sheet Length" なる名称の米国特許出願10/750,238号
の一部継続出願（ＣＩＰ）として２００４年１２月１７日に出願された、"System and Me
thod for Measuring, Monitoring and Controlling Washroom Dispensers and Products"
 なる名称の米国特許出願11/015,346号の更なる一部継続出願（ＣＩＰ）としてなされた
ものであることに基づく優先権を主張するものである。これら出願10/750,238号及び11/0
15,346号については、それに言及することをもって、あらゆる意味で、その内容の全体を
本出願の一部とするものとする。
【背景技術】
【０００２】
　公共の建物や施設に於いて洗面所の便器或いは流し台の溢れ出しは、その清掃のために
かなりの費用が必要であり、利用者や建物のテナントに不便を強いることから、深刻な問
題である。建物の管理人或いは用務員にとって、定期的に洗面所設備を警備し管理するこ
とにより、溢れ出しを発見し、或いは溢れ出しによる損害やダウンタイムを最小化しよう
とすることは、厄介であり、多大な時間を要し、思うようにならない業務である。多数の
洗面所が備えられた大型の建物に於いては、施設の全てを監視するためには多大なマンパ
ワーを必要とする。管理人或いは用務員は、単に洗面所設備を巡回することに業務時間の
多くを費やし、しかも頻繁に巡回したとしても、目の届かないうちに、溢れ出し状態が発
生し、それにより多大な被害を蒙ることがある。
【０００３】
　単なる便器や流し台からの溢れ出し以外にも、洗面所設備に水が滞留する原因がある。
例えば、設備の水供給管からのリーク、管の破損、破壊行為などによる設備の破損によっ
ても、そのような状況が発生し得る。洗面所等の公共施設に於いて床に水が溜まることは
、健康上及び安全対策上問題であることは言うまでも無い。そのため、洗面所設備に於い
て、実際の或いは切迫した溢れ出し状態を防止し、或いは検出する努力が払われているが
、特に便器の下部や流し台の下等のような、離れた或いは目に付きにくい領域等に水が溜
まることが避けられない。そのまま気付かずにおくと、洗面所の損傷或いはダウンタイム
が引き起こされ、作業者或いは利用者にとって、健康上及び安全対策上問題がある環境が
形成される。
【０００４】
　損傷或いは好ましくない環境は、特に換気が不十分で多湿な設備では、結果として引き
起こされる高湿度状態や結露によっても引き起こされる。高湿度状態や結露は、長期間に
渡って発見されないままでいる場合が多く、その結果、カビ、ミルデュー（mildew）或い
は悪臭の問題が発生するばかりでなく、健康上及び安全対策上の問題が発生する場合があ
る。
【０００５】
　居住用或いは業務用の設備に於ける他のシステムの効率的な運用のために、リアルタイ
ム情報を遠隔的に収集し、利用することが望ましいことが認識されている。例えば、安全
かつ生産的な環境を形成し、居住用或いは業務用の設備に於ける利用者の満足度を維持す
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るために、保安設備、防火設備、熱気換気システム及び空調設備（ＨＶＡＣ）のリアルタ
イム測定、監視及び制御する技術が開発されている。しかしながら、このように技術革新
は、受け入れられるように実用的なものとしては、洗面所設備に適用されることは見られ
ず、特に洗面所設備などの公共施設に於ける溢れ出し状態、水の滞留、高湿度或いは結露
状態を遠隔的に検出し、監視することは行われていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の様々な特徴及び利点は、以下に記載され、以下の記載から容易に理解可能であ
り、或いは発明を実施することにより自ずと明らかになろう。
【０００７】
　本出願は、"System and Method for Measuring, Monitoring and Controlling Washroo
m Dispensers and Products" なる名称の、同一出願人による米国特許出願11/015,346号
の一部継続出願（ＣＩＰ）としてなされたものである。この出願11/015,346号は、（それ
に言及することをもって、あらゆる意味で、その内容の全体を本出願の一部とするもので
あり、）用品の使用状況、用品の不良状態等を対応するセンサユニットにより検出し、洗
面所に於ける様々な状態を遠隔的に検出し、監視するための様々なシステム及び方法を記
載したものである。センサユニットは、データ通信ユニットを介して、遠隔位置の洗面所
モニタステーションと（有線或いは無線）通信する。洗面所モニタステーションは、セン
サユニットにより検出されたパラメータを受信し、伝送するための任意の形式のビデオ及
びオーディオ表示器を有するものであって良い。洗面所モニタステーションは、また、セ
ンサパラメータや作動機能を遠隔的に制御し、調節するために、データ通信ユニットを介
して、センサユニットと通信するものであって良い。
【０００８】
　３４６号出願は、例えば、便器或いは流し台からの溢れ出しによる洗面所内に於ける水
の滞留を検出し、監視するためのセンサを含むユセンサニットの実施例を開示している。
ここで言う便器とは、床或いは壁に設置される通常の便器を初めとしてあらゆる同種の器
具を含むものとする。データ通信ユニットは、溢れ出しセンサと無線通信するものであっ
て良い。また、洗面所モニタステーションは、データ通信ユニットに含まれるもの、デー
タ通信ユニットと無線通信するもの或いはデータ通信ユニットを介して溢れ出しセンサと
無線通信するものであって良い。洗面所モニタステーションは、前記溢れ出しセンサが水
の存在を検出したことを、アラーム信号などにより表示するように構成されているもので
あって良い。溢れ出しセンサは、限定的ではなく、湿度センサ、圧力センサ或いはフロー
トスイッチ等、様々なセンサから選択することができる。
【０００９】
　本発明は、便器或いは流し台からの溢れ出しが問題となるような洗面所或いは他の施設
に於ける溢れ出し状態を検出するために利用可能な様々な新規なセンサ及びシステムに関
する。本発明のセンサは、特に、３４６号出願に記載されているような遠隔監視システム
に於いて有用であるが、そのようなシステムに限定されるものではない。本発明は、溢れ
出しセンサ単体の利用ばかりでなく、任意形式のより複雑な監視システムの要素としての
利用も包含するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のある実施例によれば、便器及び流し台等の洗面所設備に於ける実際の或いは切
迫した溢れ出し状態を検出するためのシステムが提供される。このシステムは、洗面所設
備内に於ける水位の異常な上昇を、水が実際に溢れ出する前に、所定の位置にて検出する
ように洗面所設備に設けられた溢れ出しセンサを有する。洗面所モニタステーションが、
データ通信ユニットと無線通信し、データ通信ユニットを介して溢れ出しセンサと通信す
る。このようにして、洗面所モニタステーションは、溢れ出しセンサが水の存在を検出し
たことを表示するように構成されている。洗面所モニタステーションは、複数の異なる洗
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面所を監視するための遠隔的中央ステーションをなすものであって良い。
【００１１】
　溢れ出しセンサは、有線又は無線によりデータ通信ユニットと通信するものであって良
い。無線通信によれば、様々な部品要素を配置する上では有用であるが、センサについて
個別の電源が必要となる。
【００１２】
　本発明のある実施例によれば、洗面所が複数の便器及び流し台を有すると共に、これら
便器及び流し台のそれぞれに対応するように個別の溢れ出しセンサを有する。溢れ出しセ
ンサは、洗面所モニタステーションに於いてそれぞれ個別の識別或いは場所タグにより識
別されるようにし、アラーム状態のセンサの位置を直ちに特定し、場所を特定し得るよう
にしている。タグは、例えば電子署名などからなるものであって良い。
【００１３】
　溢れ出しセンサは、様々な形式のものであって良く、一般に、検出器、電源及び電子制
御ユニットを有する。これらの要素は、検出器を含めて、コンパクトなパッケージをなす
ものであって良く、或いは検出器は、制御電子パッケージ（プロセッサ、電源回路、通信
回路等）から離隔して配置されたものとすることができる。この実施例では、制御電子パ
ッケージは、保護されたスペースに配置されているものとすることができる。検出器は、
有線又は無線により制御電子パッケージと通信するものであって良く、専用の電源回路を
備えていても、或いは制御電子パッケージを介して電力の供給を受けるものであって良い
。このような様々な構成も全て本発明の概念に含まれる。
【００１４】
　本発明のある実施例によれば、溢れ出しセンサが便器に設けられ、かつ便器のボール内
の水位の異常な上昇を検出するための遠隔通信検出器をなすものであって良い。電子制御
ユニットは、便座に設けられたパッケージをなすものであって良い。例えば、このパッケ
ージは便座に埋め込まれているものであって良い。パッケージに対する完全な或いは部分
的なアクセスは、取り外し可能なカバー板により提供することができる。別の実施例によ
れば、電子パッケージは、接着剤、マジックテープ、機械式クリップ、締結具等の任意の
公知の手段により、便座の下面に取り付けられる。
【００１５】
　洗面所設備に応じた設計の適合可能性のために、検出器は、便器或いは流し台のボール
等の水容器の深さに適合されたものであって良い。これは様々な手段により実現すること
ができる。そのようなものとしては、再使用可能な接着剤のような再使用可能な手段があ
る。別の実施例では、スライドレールや溝に沿って検出器の位置を調節可能とするような
機械的構成が用いられている。この点に関して、他にも様々な機械的構成を用いることが
できる。
【００１６】
　溢れ出しセンサの検出器は、利用者の目に付き難い個所に配置することが望まれる場合
がある。例えば、検出器を、便器のボールのリムの下面に取り付け得るようサイズ及び構
造を有するものとすると良い。
【００１７】
　本発明の概念から逸脱することなく様々な電源の構成が可能である。溢れ出しセンサに
ついては、主電源は、バッテリ、建物の主電源システム等からなるものであって良い。特
別な実施例によれば、少なくとも１つのソーラパネルにより溢れ出しセンサに電力を供給
するようにしている。このようなソーラパネルは良く知られており、洗面所内の照明等様
々な光源からの光に応答して、様々な用途のための電力を発生するために利用されている
。ソーラパネルは、溢れ出しセンサの主バッテリを充電したり、或いは溢れ出しセンサの
動作のために直接電力を供給するために用いることができる。洗面所内の照度の低いとき
の対応のために、レギュレータを用いて、電源をバッテリ等に切り替え得るようにすると
良い。ソーラパネルは、既存の照明状態によって電力を効率的に発生し得るように、洗面
所の適宜な場所に配置される。
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【００１８】
　別の実施例では、溢れ出しセンサは、１つ又は複数の動き発電機により、主電源或いは
バックアップ電源の提供を受けるようにされており、この動き発電機は、トイレのドアや
、便座、キャビネットのドアなどのような、利用者が洗面所を通常の態様で使用したとき
にある位置から別の位置に向けて駆動される部材を有するものであって良い。この動き発
電機は、ダイナモや発電機等のような、装置に於ける運動を電力に変換するために知られ
ている任意の装置又はその組み合わせからなるものであって良い。動き発電機は、充電可
能な主バッテリを細流充電するために用いることができる。
【００１９】
　本発明の概念から逸脱することなく様々な形式の液面検出器を溢れ出しセンサとして利
用することができる。そのような検出器としては、従来形式の圧力検出器、静電容量検出
器、誘導性検出器、温度センサ、フロートスイッチ等のような機械的検出器がある。ある
実施例では、溢れ出しセンサが、洗面所設備の容器壁に沿って水位を透視し得るＵＷＢ(u
ltra wide band)検出器を含む。例えば、便器や流し台のボールに於ける異常な水位の上
昇を検知し得るように、検出器は、便器のボールの後部の外面、流し台のキャビネット内
のボールの底面等のような利用者の目の届かない場所に設置することができる。
【００２０】
　更に別の実施例では、溢れ出しセンサが、洗面所設備に於いて所定の水位に達したとき
に検出可能な周波数偏移を引き起こすように同調された無線発振器回路を有する。この周
波数偏移を、切迫した溢れ出し状態を示すアラーム状態として監視し、検出することがで
きる。
【００２１】
　更に別の実施例では、溢れ出しセンサが、洗面所設備の水容器に向けて超音波エネルギ
のビームを照射し、上昇する水容器内の水位により反射される超音波エネルギを受信する
超音波液面検出器を有する。
【００２２】
　更に別の実施例では、溢れ出しセンサが、便器や流し台のボール等のような洗面所設備
の水容器に向けてビームを照射するレーザ発信機を有する。水容器内の水位は、ビームの
照射の時点から水により反射されるビームを受信するまでの時間遅れとして、或いは入射
及び出射光間の位相差の関数として検出することができる。このような目的に使用可能な
レーザセンサが市販されている。レーザビームの発信機／受信機は、対応する洗面所設備
の上方の天井又は壁或いは他の場所に設置することができる。
【００２３】
　本発明に基づくシステムに用いることが想定された様々な溢れ出しセンサは、上記した
ような超音波、ＵＷＢ及びレーザセンサ等のような信号或いはビームを発信する能動的な
装置からなるものであって良い。これらの装置は、連続的なパルス列として、或いは、ト
イレを流したり、流し台の使用したり、ストールのドアを開いたりする等の洗面所に於け
る特定の事象或いは洗面所に於ける人の動きを検出することによりトリガされるまでスリ
ープ状態であるようなものであって良い。このような構造は、消費電力を節約し、様々な
部品の寿命を延ばすことを可能にする。
【００２４】
　近代的な洗面所設備の多くは、自動的にトリガされる構造を備えている。例えば、公共
洗面所の多くは、赤外線、その他の検出手法を用いて、利用者を検出し、その後利用者が
検出領域を離れるとトイレを流すことが一般的となっている。同様に、利用者の手が所定
の領域内で検出されると給水栓を自動的に開くようにすることができる。このように、本
発明の概念から逸脱することなく、このような自動的な装置を備えた洗面所に於いて、洗
面所内の溢れ出し状態或いは水の滞留状態が検出されたときに、このような設備を遮断し
、或いは非作動とすることができる。例えば、溢れ出しセンサは、特定の便器或いは流し
台が溢れ出しそうである、或いは既に溢れ出したことを検出するものであって良い。洗面
所モニタステーションによる設備の一体的な制御は、溢れ出し状態が悪化するのが停止さ
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れるように、設備を手動により、或いは自動的に非作動とすることができる。洗面所は、
このような目的で、洗面所モニタステーションにより遠隔制御可能な遮断弁或いは供給弁
を備えるものであって良い。制御可能な弁は、設備の各々に設けられて良く、或いは１つ
の弁により複数の設備を管理するようにしても良い。
【００２５】
　上記したように、溢れ出し状態を検出するため最善を尽くしても、気付かないうちに溢
れ出し状態が発生し、洗面所施設の床を水浸し状態にしてしまうことがある。水や高湿度
状態は、設備の水供給管からのリーク、管の破損、破壊行為などによる設備の破損、結露
等によっても発生する。そのようなことから、洗面所モニタシステムにセンサを一体化し
、このような状態の出現を検出し、警報を発することも本発明の概念に含まれる。ここで
言う「水」或いは「濡れた状態」とは、同様の意味を指すために用いられ、源を問わず、
検出可能な量の液体の存在を広く含むものとする。
【００２６】
　施設の床の上の水を検出するためのある実施例では、ある領域への水の導入の結果とし
て、この領域に於ける熱のシグネチュア（特徴）に対する変化に反応する温度センサが用
いられる。このためには、様々な温度センサを用いることができる。ある実施例では、こ
のようなセンサは、１つ又は複数の洗面所設備の周りの温度を監視する赤外線センサを含
む。測定された温度が、所定の閾値を所定時間以上に渡って越えると、洗面所モニタシス
テムによりアラームが発せられ、監視領域に於ける水の存在が表示される。ＨＶＡＣシス
テム等による温度変化の予測に基づき、センサを自動的に較正すると良い。センサは、ま
た、利用者が手を洗った後に手から水を振り払ったときのような、通常の条件下では作動
しないように較正される。
【００２７】
　本発明の別の実施例では、センサが、監視領域に於ける洗面所の床の上の水による導電
特性の変化を検出するように配置される。監視領域は、水の存在に反応し、対応する監視
用のセンサユニットにより検出可能な特性を発生するような所定のアレイ或いはパターン
をなす導電性部材を含む。例えば、ある実施例では、導電性部材は開回路をなし、この開
回路は、それらを交差する水或いは湿気により閉じられるものであって良い。センサユニ
ットは、回路が閉じられるのを検出し、洗面所モニタステーションと通信する。或いは、
導電性部材は閉回路をなし、この閉回路は、監視領域に導入された水或いは湿気により短
絡され、或いは特性変化を行う。センサユニットは、回路の抵抗やインピーダンスのよう
な電気的特性の変化を検出し、モニタステーションに向けて、アラーム信号を伝送する。
【００２８】
　監視領域を形成するために様々な導電性部材の構成を利用することができる。例えば、
設備の下部或いは流し台に隣接する領域を外囲する導電性部材のループにより監視領域の
外周を画定することができる。このループは床面上に露出したものからなり、その２点を
横切る水が検出可能なループを形成する。別の実施例では、ループを電気的に絶縁し、ル
ープ内に所望のパターンの露出した導電性部材が配置される。導電性部材は直接床材、マ
ット、パッド或いは所望のパターンをもって床上に配置される移動可能な他の部材に組み
込まれているものであって良い。導電性部材は、床の好適なデザインを構成するものであ
ったり、既存の床材に目に付かないように組み込まれるものであって良い。パッドは、電
気的絶縁材料上に、格子状その他のパターンの導電性部材を配置したものであって良い。
【００２９】
　パッド或いはその他の導電性部材配置構造は、導電性部材に対して連続的に或いは周期
的に電力を供給するためのセンサ制御パッケージを含む。センサユニットは、採用された
検出原理に応じて、電気的特性の変化を監視し、検出する。例えば、センサ制御パッケー
ジは、複数の導電性部材を横切るような回路が閉じられるのを検出したり、閉じられた回
路の導電特性（例えば、抵抗或いはインピーダンス）の変化を検出する。個々のパッド或
いは監視領域は、専用の制御パッケージを有するものでも、単一の制御パッケージが、複
数のパッド或いは監視領域に対して周期的に対応するものであっても良い。制御パッケー
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ジは、いずれも洗面所モニタステーションと通信する。
【００３０】
　制御ロジック回路又はアルゴリズムを用いて、パッド或いは監視領域のアラーム発生タ
イミング及び順序に基づき、床の上の水の位置、流量、水の流れの方向を検出することが
できる。
【００３１】
　ある実施例では、監視領域は、対称的なパターン或いはロゴ、紋章などの所望のパター
ンをなして配置された露出する複数の導電性ポリマービーズを含む。ビーズは、導電性部
材の開回路の個々の脚部に電気的に接続されていて、互いに隣接する脚部間を交差する水
により、水センサにより検出されるべき回路が閉じられるようにしたものであって良い。
このために、様々なパターン又はデザインをなして配置されたビーズを用いることができ
る。別の実施例では、ビーズが互いに電気的に絶縁されるようなパターンをなして配置さ
れ、かつ共通の、例えば励起された部材に接続されている。露出したビーズを横切る水が
、回路の検出可能な変化を引き起こし、それをセンサユニットにより検出する。
【００３２】
　他の実施例と同様に、パッド或いは導電性部材に対応するセンサユニットの閾値は、通
常の温度及び湿度条件を伴う通常の使用状態にあってはアラームを発生することがないよ
うに調節され、かつ較正される。
【００３３】
　溢れ出しセンサの場合と同様に、水センサ或いは湿度センサは、洗面所モニタステーシ
ョンを介して、自動設備制御弁或いは遮断弁に一体化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、添付図を参照して本発明を、その好適実施例について詳細に説明する。以下の説
明及び図面に於いて、同一の符号は、本発明の同一の或いは同様の特徴或いは要素を示し
ている。
【００３５】
　以下、添付の図面を参照して本発明のいくつかの実施例を詳細に説明する。各実施例は
、説明のためのものであって、本発明を何ら限定するものではない。例えば、ある実施例
について説明した特徴を、別の実施例に適用することにより第３の実施例を生じさせるも
のである。本発明は、このような或いは他の変形及び変更実施例をも含むものである。
【００３６】
　図１は、詰まった便器或いは流し台により引き起こされる溢れ出し状態を含む、洗面所
内の様々なパラメータを監視し、測定するための複数のセンサを任意の組み合わせで用い
る洗面所監視システムのブロック図である。ここで言う「洗面所」とは、便器或いは流し
台が設置されたあらゆる施設、部屋等を含むと共に、台所、休憩室、清掃要員の物置、私
的な或いは公共の洗面所、研究室を初めとする、溢れ出し状態を防止し、或いは迅速に検
出する必要のあらゆる施設、部屋等のあらゆる領域を含むものとする。図１に於いて、シ
ステムは、全体として、複数のセンサユニット（ＳＵ）１０１４と、複数のデータ通信ユ
ニット（ＤＣＵ）１０３８と、洗面所モニタステーション（ＷＭＳ）１０４０とを有する
。同一或いは異なるセンサユニット（ＳＵ）１０１４を、任意の数、任意の組み合わせで
、対応する洗面所１０４２、１０４４内に配置し、溢れ出し状態を検出する。溢れ出しセ
ンサユニット（ＳＵ）１０１４について、以下に詳しく説明する。
【００３７】
　図１に示された実施例では、６つのＳＵ１０１４のそれぞれが、１対のＤＣＵ１０３８
のいずれかと通信するようにされている。しかしながら、この構成は、特に無線通信の場
合に、ＤＣＵ１０３８とＳＵ１０１４との間の距離に応じて定められる。実施例によって
は、各洗面所が１つ又は複数のＤＣＵ１０３８を備えるものであっても、１つのＤＣＵ１
０３８に対して複数の洗面所が通信するようにされているものであって良い。
【００３８】
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　ＤＣＵ１０３８は、当該技術分野で知られている標準的な通信方式及びプロトコルを用
いるものであって良い。システムは、ＤＣＵ１０３８と通信する洗面所モニタステーショ
ン（ＷＭＳ）１０４０により遠隔的に監視される。ＷＭＳ１０４０は、各ＳＵ１０１４及
びＤＣＵ１０３８の作動状態を表示し、この作動状態は、限定的ではないが、電力レベル
、アラーム状態、アラーム位置及びアラームセンサの特定等に関する情報を含む。ＷＭＳ
１０４０は、限定的ではないが、レポートを印刷し、様々なフォーマットでデータをエク
スポートするなどの機能を果たすように、ＰＣ上で作動する専用のアプリケーションプロ
グラムであって良い。ＷＭＳ１０４０は、ＰＣ上で作動するウェブブラウザに基づくもの
であって良く、その場合、システム中の各ＤＣＵ１０３８は、システム中のＳＵ１０１４
及びＤＣＵ１０３８に関する情報含むウェブページを配布する。更に、ＷＭＳ１０４０の
機能の一部或いは全ては、専用の表示ユニット中に組み込まれているものであって良い。
【００３９】
　図２は、ＤＣＵ１０３８の内部構造の実施例を示す。ＤＣＵ１０３８は、様々な通信要
素に接続可能なプロセッサ１０５０を有する。プロセッサ１０５０は、様々な制御機能及
びプログラムを実行し、本実施例では、このような制御機能及びプログラムは、プロセッ
サ１０５０内のプリント基板に埋め込まれたチップセットに格納されている。また、プロ
セッサ１０５０は、適当な第１の通信要素１０４６を介して、様々なＳＵ１０１４を制御
し、そのためのデータを処理する。通信要素１０４６は、有線或いは無線の通信能力を有
するトランシーバをなす。通信要素１０４６の通信方式は、ＳＵ１０１４の通信方式に対
応する。
【００４０】
　第２の通信要素１０５２は、専ら他のＤＣＵ１０３８及びＷＭＳ１０４０と通信するた
めのものであって良い。通信要素１０５２は、限定的ではないが、IEEE802.3i(Ethernet 
10BaseT)及びIEEE802.11b(11MHzWiFi)を含む１つ又は複数の通信方式に基づく。このよう
に、ＤＣＵ１０３８は、標準的なネットワーク技術により接続されているものであって良
い。ＤＣＵ１０３８による通信は、ＴＣＰ／ＩＰのような適当なネットワークプロトコル
に基づくものであって良い。これにより、個々のＤＣＵ１０３８にＨＴＴＰウェブサーバ
を内蔵させ、ネットワーク上のウェブブラウザに、ウェブページを配布することができる
ようにしている。ＤＣＵ１０３８は、標準的なＲＪ４５ソケットを介して、ローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）に接続することができる。ウェブブラウザを使用することによ
り、ユーザは、ＤＣＵ１０３８に含まれる情報をナビゲートすることができる。権限を有
するユーザのみがＤＣＵ１０３８に含まれる情報にアクセスし得るようにするために、ウ
ェブサーバにパスワード保護機能を持たせると良い。ユーザがＤＣＵに含まれる情報にア
クセスするユーザの居場所に関する自由度を向上するために、ＰＤＡを用いることができ
る。
【００４１】
　第３の通信要素１０５４は、専らＤＣＵ１０３８を動作に適するように設定するための
通信を行うためのものであって良い。通信要素１０５４は、限定的ではないが、RS232を
含む１つ又は複数の通信方式に基づく。ＤＣＵ１０３８が、パワーオフ時でも設定情報及
び他の有用な情報を保持し得るように、設定情報を格納するために非揮発性メモリ１０５
６が用いられる。ＤＣＵ１０３８は、固有の識別子１０５８を有し、それ自身及びその位
置を特定し得るようにしている。
【００４２】
　洗面所モニタシステムに於ける要素の任意の組み合わせ間の無線通信のために、WiFi (
wireless fidelity)或いはBluetooth等の任意の公知の通信技術を用いることができる。
【００４３】
　図３に示された洗面所モニタシステムの作動要領の実施例は、第１及び第２の洗面所１
０４２、１０４４に於ける様々な溢れ出し状態の可能性を監視するべく構成されている。
第１の洗面所１０４２には、便器溢れ出しセンサ１０９０、１０９２及び流し台溢れ出し
センサ１０９４が設けられている。同様に、第２の洗面所１０４４には、便器溢れ出しセ



(11) JP 2008-524702 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

ンサ１０９６、１０９８及び流し台溢れ出しセンサ１１００が設けられている。洗面所内
の各便器或いは流し台のそれぞれについて別個のセンサを設けることができる。各センサ
は、同一の或いは異なる検出機構、無線発信機及び電源を有するＳＵとして構成される。
無線発信機は、９０２ＭＨｚから９２０ＭＨｚのＦＭ周波数範囲を有し、１ｍＷ以下の出
力レベルで作動する。
【００４４】
　各洗面所１０４２、１０４４のＳＵは、別個のＤＣＵ１１０２、１１０４と通信する。
各ＤＣＵ１１０２、１１０４は、対応する無線受信機を有する。図３は、設備管理ユニッ
トを示し、その一部が、ＷＭＳ１０４０を含む。ＷＭＳ１０４０及びＤＣＵ１１０２、１
１０４は、スイッチ装置すなわちハブ１１０８を介して、Ethernet 10BaseT上で通信する
。ＷＭＳ１０４０は、標準的な電話通信網にも接続され、必要なアラームを、用務員或い
は保守要員が所持する携帯電話１１１２にも伝達することができる。
【００４５】
　この実施例では、ＤＣＵ１１０２、１１０４の機能は、ＳＵ１０９０、１０９２、１０
９４、１０９６、１０９８及び１１００からの信号を受信し、それを処理することにある
。各ＤＣＵ１１０２、１１０４は、実際の或いは切迫した溢れ出し状態或いはセンサの故
障（電力不足）を表すアラームをＷＭＳ１０４０にリレーする。更に、各ＤＣＵ１１０２
、１１０４は、ネットワークに接続されたコンピュータ上のウェブブラウザにより情報を
閲覧可能とするために、ウェブサーバを備えている。ネットワークがインターネットに接
続されていれば、情報を遠隔地から閲覧することができる。
【００４６】
　上記したように、ＷＭＳ１０４０は、ＳＵ１０９０、１０９２、１０９４、１０９６、
１０９８及び１１００からのアラーム信号を受信し、それを処理する機能を有するように
構成されている。アラームは、ＷＭＳ１０４０上にて表示され、また音声により表示され
る。更に、アラームの一部又は全てを、携帯電話１１１２にも伝達する。携帯電話１１１
２への好適な伝達方法としては、多くの携帯電話会社から提供されている機能であるＳＭ
Ｓ（short message service）がある。しかしながら、アラームの表示方法は、このよう
なものに限定されず、Ｅｍａｉｌ、ページングサービス、電話による音声伝達等が含まれ
る。
【００４７】
　図３の通信システムは双方向であって、ＳＵ１０９０、１０９２、１０９４、１０９６
、１０９８及び１１００を、ＰＣ上のウェブブラウザ１１０６、ＤＣＵ１１０２、１１０
４、ＷＭＳ１０４０或いは携帯電話１１１２によりプログラムしたり、制御することがで
きる。例えば、ユーザは、ＷＭＳ１０４０を介して、ＳＵの検出周波数、到達距離、或い
は他の動作パラメータを調整することができる。双方向制御は、用務員或いは保守要員が
実際に洗面所に赴くことなく、遠隔的に調整を行うことができる点で有用である。
【００４８】
　本発明の実施例では、ＷＭＳ１０４０は、ＤＣＵ１０３８を介することなく、ＳＵ１０
１４と直接通信することができることを了解されたい。
【００４９】
　図４は、溢れ出しセンサとして構成されたＳＵ１０１４の内部構造の実施例を示す。Ｓ
Ｕ１０１４は、通信回路１０２４に接続されたプロセッサ１０２２を有し、それにより、
外部と有線又は無線通信を行うことができる。通信回路１０２４は、発信機又は受信機を
含む。本発明のある実施例では、双方向通信が用いられる。無線通信は、限定的ではない
が、２．４ＧＨｚから９１５ＭＨｚに於けるIEEE802.15.4を含む１つ又は複数の、ＦＣＣ
 Part 15に基づくライセンスを必要としない通信方式に基づく。有線通信の場合は、限定
的ではないが、EIA RS232Cを含む電気的バス方式に基づくものであって良い。
【００５０】
　ＳＵ１０１４は、電源１０２６及びレギュレータ１０２８を含む電源ユニット１０２９
を有する。電源１０２６は、例えば、バッテリ、ソーラパネル、施設の主電源システム（
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メイン）の電力供給を受けるＡＣ或いはＤＣ電源、機械式電源等を含むあらゆる電源から
なるものであって良い。電源１０２６は、主電源が故障したときのためにバックアップ電
源を含むものであって良い。例えば、レギュレータ１０２８は、バッテリの交換時期を判
定するために、主バッテリ１０２６を監視するためのバッテリレベルセンサを含むもので
あって良い。バッテリレベルセンサは、単純な電圧検知器からなるものであって良い。バ
ッテリレベルが所定値を下回ったとき、レギュレータ１０２８又はプロセッサ１０２２が
、代替電源に切り替えるものであって良い。或いは、ＳＵ１０１４を外部電源により駆動
し、或いは、有線通信の場合は、通信バスから電力供給を受けるようにしても良い。使用
される検出原理によっては、ＳＵ１０１４は、プロセッサ１０２２と通信するための発信
機１０３０及び受信機１０３２を備えているものであって良い。ＳＵ１０１４は、システ
ム全体に於ける位置特定の目的で、識別信号１０３４を含むものであって良い。プロセッ
サ１０２２は、本技術分野で知られている周波数発振器タイミング回路等のような起動タ
イマー１０３６により間欠的に作動するようにされたものであって良い。電源（バッテリ
）１０２６も、各ＳＵ１０１４の起動時にチェックされる。バッテリレベルが低いときは
、この状態が通信手段により転送される。起動サイクルが完了すると、ＳＵ１０１４は、
低電力状態となり、起動タイマー１０３６がプロセッサ１０２２を起動するまで待機状態
となる。
【００５１】
　図５は、様々な状態及びパラメータを検出し、監視するための洗面所モニタシステムを
示す。本発明に基づく溢れ出しセンサをこのような或いは他の同様のシステムに適用する
ことができる。例えば、溢れ出しセンサ１１１８を、個々の流し台、大小便器或いはそれ
らに隣接する床領域に配置することにより、実際の或いは起きようとする溢れ出し状態を
検出することができる。溢れ出しセンサ１１１８は、水を検出するために、流し台、大小
便器などに目立たないように設置し得るようにされている。溢れ出しセンサ１１１８は、
前記したＳＵ１０１４と同様な内部構造を有し、ＤＣＵ１０３８と通信することができる
。
【００５２】
　溢れ出しセンサ１１１８は、湿度或いは液体センサ、圧力センサ或いは機械式フロート
スイッチ等、任意の原理の組み合わせに基づくものであって良い。湿度センサは、接触し
た水分がブリッジの一辺を構成するような抵抗ブリッジを含むものであって良い。ブリッ
ジは、開回路と所定の抵抗値との間の差を検出することができる。圧力センサは、例えば
、水の無い状態と水柱２ｃｍすなわち０．２ｋＰａの水柱圧との間の僅かな圧力差を検出
し得る耐水性ダイヤフラムを含むものであって良い。フロートスイッチは、水のレベルが
所定値に達すると閉じるように、スイッチを閉じるアームに取り付けられた小さなフロー
トを有するものであって良い。更に別の溢れ出しセンサ１１１８について以下に説明する
。
【００５３】
　ＳＵ１０１４は、電子回路及びバッテリ１０２６を保護するために防水ケース内に収容
される。使用時には、ＳＵ１０１４は、水の存在の有無を検出する。通常のフラッシング
に要する時間を所定値以上超えて水の存在が持続した場合、溢れ出しセンサ１１１８と通
信するＳＵ１０１４或いはその他の要素にアラーム信号を送信する。ＷＭＳ１０４０の管
理者は、ＷＭＳ１０４０によりアラーム状態を通知され、そのようなときには、対応する
適切な処置を取る。このようなアラーム状態は、ＷＭＳ１０４０により、ＰＤＡ、携帯電
話、ペイジャー、電話などの様々な携帯用機器１１１２を介して伝達されることから、用
務員或いは保守要員はＷＭＳ１０４０を直接監視していることを要しない。オーディオ装
置（或いはビデオ装置）が洗面所内に配置され、かつＤＣＵ１０３８と通信し、洗面所内
に於いても溢れ出し状態が検出されたことを表示するようにすることができる。
【００５４】
　更に、蛇口、大小便器で水が過剰に流れ放しになっていることを監視し、制御するため
の装置を含むようにすることができる。図５に示されるように、ＤＣＵ１０３８は流量計
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１１３０と通信することができる。また、ＷＭＳ１０４０を設け、ＤＣＵ１０３８と通信
し、ＤＣＵ１０３８を介して流量計１１３０と通信することができる。ＷＭＳ１０４０は
、流量計１１３０により検出された流量を表示するように構成されている。流量計１１３
０は様々な形式のものから選択することができ、限定的ではないが、回転ベーン式或いは
差圧式のユニットからなるものであって良い。
【００５５】
　溢れ出し状態を解消し、或いは検出するかを判定するために、ＳＵ１０１４を、監視及
び制御の目的で、水容器などの洗面所内の他の機器内に組み込むことができる。ごみ容器
１１２６のためのセンサ１１２８は、限定的ではないが、機械式スイッチ、赤外線等の近
接センサ、ストレインゲージ或いは圧力センサ等からなるものであって良い。機械式スイ
ッチをごみ容器１１２６の蓋に設けることができる。ごみ容器１１２６が一杯になって、
蓋が閉じなくなり、スイッチが長時間閉じなくなったときに、アラーム信号を発信する。
或いは、スイッチは、蓋の開閉回数をカウントするものとすることができる。カウントが
、ごみ容器１１２６の形式に応じた所定の回数に達すると、ＳＵ１０１４は、ごみ容器１
１２６が一杯になったものと推定する。容器が透明な材料からなるものであれば、赤外線
センサはごみ容器１１２６の側面に取り付けられ、ごみのレベルが所定値に達すると、赤
外線センサはアラーム信号を発信する。ストレインゲージ或いは圧力センサは、ごみ容器
１１２６の内容物の重量を計量するために用いることができる。所定の重量に達すると、
アラーム信号を発信する。
【００５６】
　公共洗面所、様々な医療機関の現場に於ける看護士・医師のラウンジ或いは看護士ステ
ーション、食事調理或いは食品処理施設等に於いて、手洗いの励行を監視或いは管理する
ための能力を備えることにより、更なる改良を達成することができる。このような実施例
によれば、上記したような実施例を更に拡張し、用品の使用頻度に関連付けて、洗面所利
用者の数或いは使用回数を測定し、ディスペンサの制御に関連して、オーディオ、文字或
いはグラフィック等を任意に組み合わせた表示により、利用者に対して、患者や食品との
接触の前後に、手洗いを奨励し、手洗いの実態を統計化し、報告することができる。
【００５７】
　図５に示された実施例は、特許文献１、特許文献２及び特許文献３に記載されているよ
うな、用品の使用の度合いを測定する能力を備えている。これら３件の特許文献に記載さ
れている事項は、それに言及することをもってその内容の全体を本出願の一部とするもの
とする。
【特許文献１】米国特許５、８７８、３８１号明細書
【特許文献２】米国特許６、３６０、１８１号明細書
【特許文献３】米国特許６、４１１、９２０号明細書
【００５８】
　同じく図５に示されるように、第１の洗面所１０４２は男性用の洗面所をなし、第２の
洗面所１０４４は女性用の洗面所をなす。ドア或いは入口センサ１１２０及びストール（
個室）ドアセンサ１１２２が設けられ、ドアの開閉或いはその動きを検出するようにして
いる。そのような機器としては、洗面所１０４２、１０４４の入口ドアやストールドアに
、その動きを検出するために取り付けられた磁石及び対応するリードスイッチを含むもの
であって良い。洗面所１０４２、１０４４内の人の存在を検知するための赤外線或いは外
光センサを、併用或いは代替的に使用することができる。検出された事象には、時刻或い
は日付がタイムスタンプされ、タオルディスペンサ１０６０、ティシューディスペンサ１
０６０、ソープディスペンサ１０８８等の用品ディスペンサの利用を、洗面所の使用に関
連付けるようにしている。
【００５９】
　作動時には、利用者が、洗面所１０４２、１０４４に入り、その存在が、センサ１１２
０、１１２２のいずれかにより検知される。利用者が、タオルディスペンサ１０６０或い
はソープディスペンサ１０８８を使用すると、用品の動きが監視され、記録される。その
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ような記録結果は、ディスペンサ１０６０、１０８８のメモリ領域に記憶され、更なる分
析或いは読出しに備える。利用者が、洗面所を離れると、その動きが、上記したセンサ１
１２０、１１２２のいずれかにより検知される。洗面所１０４２、１０４４に於ける人の
存在を監視するために用いられるセンサは、限定的ではないが、ＲＦＩＤ技術或いはバー
コード技術を含む、当該技術分野に於いて知られている技術を用いて、洗面所利用者の認
識或いは特定が可能なものであって良い。２００４年９月２７日に出願された、"A Devic
e for Encouraging Hand Wash Compliance"なる名称の米国特許出願10/950,2965号は、手
洗いを奨励するための様々な方法を開示しており、それに言及することをもって、あらゆ
る意味で、その内容の全体を本出願の一部とするものとする。
【００６０】
　このシステムは、利用者が洗面所１０４２、１０４４に入り、ストールに出入りし、或
いは洗面所１０４２、１０４４を離れた事象が発生したときに、対応するタオルディスペ
ンサ１０６０或いはソープディスペンサ１０８８が使用されていないときには、オーディ
オモジュール或いはビデオ表示装置により、連続的に又は間欠的に注意を喚起する。ネッ
トワークに接続された装置の場合、管理者は、限定的ではないが、各メッセージ間の時間
間隔、音量、話し手の性別、複数言語の選択等からなる当該装置の特定のパラメータを調
整することができる。システム管理者は、ＷＭＳ１０４０を介して、オーディオ情報をい
つでも変更することができる。
【００６１】
　小便器のための自動的フラッシング装置は、通常、赤外線検知器を用いて、便器が使用
されたことを検出する。ＳＵ１０１４が組み込まれたこのようなフラッシング装置は、便
器の使用を検出し、上記したような洗面所表示装置或いはオーディオ手段により、利用者
が洗面所１０４２、１０４４を離れる前に、手を洗うように注意を喚起することができる
。システム管理者は、ＷＭＳ１０４０を介して、オーディオ或いはビデオ表示情報をいつ
でも変更することができる。ＷＭＳ１０４０の管理者は、センサの機能、統計情報、ディ
スペンサの補充状態等をリアルタイムに監視することができる。
【００６２】
　ＲＦＩＤ技術、バーコード技術或いはキーボード入力以外にも、利用者の特定を可能に
する様々な手段があることは当業者に知られている。特定された利用者の情報は、ＷＭＳ
１０４０を介してアクセス可能なプロフィールに保存され、それを監視し、リアルタイム
にアラームを発信することができる。ある実施例では、特定された利用者の情報は、ＷＭ
Ｓ１０４０を介してアクセス可能なプロフィールに保存され、利用者の携帯電話１１１２
やペイジャー等に、洗面所１０４２、１０４４を離れる前に手を洗わなかったことについ
ての、押し付けがましくないメッセージを発信することができる。
【００６３】
　図６Ａ、６Ｂは、便器の詰まりにより溢れ出し状態が発生しそうである検出するために
、従来形式の便器２０００に設けられた溢れ出しセンサ１１１８の実施例を示す概念図で
ある。図示された実施例は、例えば、図５に示された洗面所モニタシステム及び構造に適
用することができる。溢れ出しセンサ１１１８は、上記したようなＳＵ１０１４の電子的
な構成を備えている。図６Ａに示された実施例では、溢れ出しセンサ１１１８の電子要素
は、便座２０１０に埋め込まれ、好ましくは、上記したような無線通信により、溢れ出し
検出器２０１２と通信する。埋め込まれた電子要素は、便座２０１０の製造に際して永久
的に埋め込まれたものとし、電源を交換したり、センサを修理するために、例えば、便座
２０１０の下面に設けられたカバー板を介してアクセスを確保することができる。或いは
、電子パッケージ全体を便座内部から取り出し得るようにすることもできる。更に別の実
施例では、（電源以外の）電子パッケージを、便座２０１０内に永久的に、交換不能に形
成するようにしている。
【００６４】
　溢れ出し検出器２０１２は、便器のボールの適所に設けられ、ボール内の水位の異常な
上昇を検知する。例えば、溢れ出し検出器２０１２は、ボールの壁や、見えないようにボ
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ールのリム２０１８の下面などに、接着剤を含む従来形式の手段により取り付けられる。
溢れ出し検出器２０１２は、図６Ａ、６Ｂに示されるように、溢れ出しセンサ１１１８か
ら離隔した位置に設けられる場合、センサプロセッサ（図４）と無線通信し、それ自身の
ための電源を備えたものとすることができる。
【００６５】
　図６Ｂは、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージが、例えば、便座２０１０の下面
等、便器２０００の部品の外面に取り付けられる実施例を示す。この実施例は、既存の便
器を変更したり、任意の既存の便器に溢れ出しセンサ１１１８を組み込む際に好適である
。溢れ出しセンサ１１１８のパッケージは、接着剤、マジックテープ、クリップなどを含
む任意の従来形式の手段により取り付けることができる。図示された実施例では、溢れ出
しセンサ１１１８の電子パッケージを取り付けるために耐水接着パッド２０１４が用いら
れている。接着パッド２０１４は、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージに設けられ
た対応部分と結合するべきマジックテープを用いたものでも良い。溢れ出しセンサ１１１
８の電子パッケージが露出した実施例では、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージを
封止したり、それ以外の手段により環境に対して或いは破壊活動に対して保護すると良い
。溢れ出し検出器２０１２と溢れ出しセンサ１１１８との間の通信方式によっては、溢れ
出しセンサ１１１８の電子パッケージを、タンクの内部のような便器から離隔した、隠れ
た位置に配置したり、或いは便器２０００から完全に離隔した位置に配置することができ
る。要素間の通信が有線による場合でも、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージの設
置場所については、様々な選択肢を提供する。
【００６６】
　便器の形状或いは容量の違いを考慮して、便器のボール内、或いは他の場所に設けられ
る溢れ出し検出器２０１２の高さを調節可能とすると良い。このような特徴は、単に溢れ
出し検出器２０１２を取り付け直すことによって達成することができる。例えば、再使用
可能な接着剤により検出器を取り付けることができる。図示された実施例では、溢れ出し
検出器２０１２が、便器のボールに別途取り付けられたレール２０１６上に摺動可能に取
り付けられる。レール２０１６は、溢れ出し検出器２０１２の位置調整可能な範囲に対応
する長さを有する。別の実施例では、便器のボールの壁にチャネルが設けられ、溢れ出し
検出器２０１２がこのチャネルに沿って摺動可能に受容される。
【００６７】
　図７は、任意の形式の流しステーションについて、流し台２０２４内の異常な水位のレ
ベルを検出するために設けられる溢れ出しセンサ１１１８が用いられる様子を示す概念図
である。図６Ａ、６Ｂの場合同様に、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージの部分を
、流しのカウンタ２０２２内に埋め込み、カウンタ２０２２の上面に取り付け、カウンタ
２０２２の下面に取り付け、或いは他の部分に取り付けることができる。溢れ出しセンサ
１１１８に対する所望の度合いのアクセスを確保することができる。上記したように、溢
れ出しセンサ１１１８は、離隔して配置された検出器２０１２を備え、検出器２０１２を
、例えば、レール、チャネル或いは再使用可能な接着剤等により、位置調整可能に流しに
取り付けることができる。
【００６８】
　ここで考慮されている実施例では、検出器が溢れ出しセンサ１１１８の一体的部分をな
すものがあるが、そのような実施例では、溢れ出しセンサ１１１８を、便器或いは流し台
の機能に支障を来たさないように配置しなければならない。
【００６９】
　検出器２０１２の形式は限定的な事項ではなく、導電特性、ＲＦ電磁界の減衰、水面か
らの光の反射、水により引き起こされる温度差の変化の検出（赤外線検出器等）、圧力の
検出、機械式レベル検出器（フロートスイッチ等）等、様々な検出原理を利用する検出器
２０１２を使用することができる。市販されているタンクレベル監視システムを含む、様
々な公知形式の検出器が知られており、かつ使用することができる。図４について前記し
たような発信機及び受信機（トランシーバ）として作動する検出器は、溢れ出して来る水
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に物理的に接触しない点で、その作動上有利である。
【００７０】
　ある実施例では、溢れ出しセンサは、監視領域に向けてビームを照射するための発信機
を用いる能動的な装置をなしている。反射されたビームの特性が検出され、評価すること
により、異常な水のレベルや、水の存在を表示する。例えば、ある実施例では、検出器２
０１２は、高周波音響信号を送受信するトランスデューサを用いる超音波近接センサから
なる。対象（上昇する水位）がビームに捉えられると、音がセンサに向けて反射し、出力
回路を励起或いは非励起させる。Florida 州Boca Grandeに所在するAutomated Sonix Cor
porationにより製造されている、UL-100, Sonix-40, Sonix-50, Sonix-60等のモデルを含
むUltrasonic Level Transmitter等の市販されている超音波レベルセンサを用いることが
できる。Pennsylvania州Horshamに所在するAMTEK（登録商標） Drexelbrookは、レベルの
高低を指示するVeriGAP（商標名）超音波ギャップスイッチを提供している。Illinois州W
oodstockに所在するMigatron Corp.は、音の伝搬速度に影響を与える温度、相対湿度、気
圧、その他のファクタを監視し、その補償を行う機能を備えた超音波検出器(Model RPS-4
12A)を提供している。
【００７１】
　ＵＷＢ(ultra wide band)検出器は、溢れ出しセンサ１１１８のいずれの部分も見えな
いように、便器のボールや流し台の水位を検出し得る点で好適である。溢れ出しセンサ１
１１８が、環境或いは破壊活動に対して保護される。ＵＷＢ技術は、情報を発信するため
に、正確にタイミングの取られた広域スペクトルＲＦエネルギの一連のパルスを利用する
。このようにして、デジタル情報が、デジタルパルスを何分の１秒か進ませ或いは遅らせ
ることにより伝送される。便器のボールやタンクのような固体は、ＲＦエネルギのある周
波数成分を吸収するが、ＵＷＢ発信機の広域スペクトルによれば、デジタルパルスを表す
検出可能な周波数の少なくとも一部が、対象を通過して往復することができる。例えば、
ＵＷＢ技術は、固体を透視するためのレーダを製造するために利用される。Alabama州 Hu
ntsville に所在するTime Domain, Inc. により提供されるPulson（登録商標）技術は、
本発明に基づく洗面所モニタシステムに適用可能な溢れ出しセンサ１１１８として利用す
ることができる。
【００７２】
　本発明に基づく洗面所モニタシステムのある能力に関する記述に関連して、ＵＷＢ技術
のある面について以下に説明する。ＵＷＢ技術の詳細については、「"Ultra Wideband Te
chnology for Short- or Medium-Range Wireless Communication", Intel Technology Jo
urnal, 2nd Quarter, 2001」を参照されたい。ＵＷＢ技術の詳細及びその利用方法につい
ては、特許文献４から特許文献１０を参照されたい。また、これらの特許文献に記載され
ている事項は、それに言及することをもってその内容の全体を本出願の一部とするものと
する。
【特許文献４】米国特許６、３００、９０３号明細書
【特許文献５】米国特許６、２１８、９７９号明細書
【特許文献６】米国特許６、１７７、９０３号明細書
【特許文献７】米国特許５、８３２、０３５号明細書
【特許文献８】米国特許５、６８７、１６９号明細書
【特許文献９】米国特許５、６７７、９２７号明細書
【特許文献１０】米国特許５、３６１、０７０号明細書
【００７３】
　ＵＷＢ技術は、大量のデジタル信号を、広域スペクトルの周波数帯で、低電力で発信す
る無線技術である。ＵＷＢ無線は、大電力、狭周波数帯域の信号であれば反射してしまう
ようなドア、壁、その他の障害を越えて信号を伝達する能力を有する。ＵＷＢ送信機は、
同時に広い周波数帯域に渡るように、１ナノ秒以下の持続時間の、かつ正確にタイミング
の定められた多数のデジタルパルスを発信する。送信機及び受信機は、１秒の１兆分の１
の精度でパルスを送受信するように同期される。既に使用されているある周波数帯域につ



(17) JP 2008-524702 A 2008.7.10

10

20

30

40

50

いて、ＵＷＢ送信機は、その出力が小さく、周波数が分散していることから、バックグラ
ウンドノイズの外観を呈する。従って、理論的には、ＵＷＢ信号は、干渉を受けることな
く、他の装置に対して干渉することが無い。ＵＷＢ送信機の電力消費は、従来形式の携帯
電話の１万分の１程度である。
【００７４】
　ＵＷＢシステムは、通常次のような特徴を有する。パルスの持続時間が短い。中心周波
数は、通常５０ＭＨｚから１０ＧＨｚの範囲である。中心周波数に対して１００％＋の超
広周波数帯域を有する。（低ゲインのアンテナを用いても、）ｍＷ以下の平均パワーレベ
ルであっても、到達距離が数マイルにも達する。パワースペクトル密度が極めて低い。ハ
イグレードの無線機器に比較して低コストである。フェージングや他のシステムの影響に
よるジャミングの問題がほとんど無い。ＵＷＢシステムでは、極めて高い処理ゲインが達
成可能である。例えば、１ｎｓパルスを用いる１０ megapulse/sec （100 nsフレーム）
システムに於ける受信機は、１ｎｓパルスが到着することが予想される時刻に於いてのみ
「聞いている」必要があることから、２０ｄＢのノイズリジェクションが達成される。デ
ータビット毎に１００パルスが用いられる場合には、１００kilobit/secリンク全体とし
て、更に２０ｄＢの改善が達成される。従って、４０ｄＢ以上の処理ゲインが達成され、
背景ノイズと同等或いはそれ以下のレベルに於いても、高いロバスト性のデータ伝送が可
能になる。持続時間の短いパルスは、良好な多パス伝送イミュニティを有し、従来形式の
狭周波数帯域システムに於けるような顕著なフェージングといった問題がない。
【００７５】
　ＵＷＢ技術は、またマイクロチップに組み込まれ、比較的小型の液面センサに組み込む
のに特に適している。Alabama州 Huntsville に所在するTime Domain, Inc. は、ＵＷＢ
技術を、Pulson（登録商標）なる商品名で単一の集積回路チップセットとして提供してい
る。California州San Diego に所在するPulseLINKは、ＵＷＢ技術製品を市販するもう１
つの企業である。
【００７６】
　本出願人は、好適な溢れ出しセンサ１１１８として、便器のボール或いは流し台に於い
て所定のレベル以上に水が存在するか否かに応じて、共振周波数のシフトを検出する正確
に同調されたＲＦ発振回路があると信じている。同調装置としては、ＬＣＲ回路として直
列或いは並列に接続されたインダクタ及びキャパシタを含むものであって良い。例えば、
インダクタコイルを、その軸線が便器のボールの外面に対して直交するように配置した場
合に、ボール内の水面が上昇するに伴い、コイルのインダクタンスが変化し、ＬＣＲ回路
の共振周波数がシフトする。このシフトは、固定周波数の信号の減衰として或いは周波数
のシフトとして検出することができる。
【００７７】
　図９は、監視対象たる洗面所に、便器３０１０及び流し台３１１６を監視する複数の能
動発信式溢れ出しセンサ３１１８を備えた実施例を示す。溢れ出しセンサ３１１８は、便
器３０１０の容器３１１２及び流し台３０１６の容器３１１４に向けてビームを照射する
発信機を備えている。反射されたビームは、受信機により検出され、分析され、対応する
容器３１１２、３１１４が異常に高い水位を有するか否かを判定する。ある実施例では、
能動的センサ３１１８は、洗面所設備の容器３１１２、３１１４に向けてビームを発信す
るように配置されたレーザ装置を含む。容器３１１２、３１１４内の水位は、ビームの照
射の時点から水により反射されるビームを受信するまでの時間遅れとして、或いは入射及
び出射光間の位相差の関数として検出することができる。この目的のために、市販されて
いる様々なレーザセンサを用いることができる。代表的なレーザセンサの製造者としては
、Arizona州Scottsdaleに所在するPhase Laser Systems, Inc.やColorado州Centennialに
所在するLaser Technology, Inc.がある。
【００７８】
　センサ３１１８の発信機／受信機要素は、洗面所設備３０１０，３０１６の上方の天井
や壁その他の部分に取り付けることができる。例えば、天井の凹部、レンズを介して天井
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の内部等のように、目に付かない場所に取り付けると良い。センサ３１１８の電子パッケ
ージは、発信機／受信機要素から離隔した位置に設置することができ、両者を無線或いは
有線により通信し得ることを了解されたい。別の実施例では、センサ３１１８が完全に一
体的なパッケージをなす。
【００７９】
　図９の実施例では、各洗面所設備３０１０，３０１６に専用のセンサ３１１８が設けら
れている。別の実施例では、センサ３１１８が複数の各洗面所設備を監視するようにされ
ている。例えば、１つのセンサ３１１８により、所定の時間間隔パターンをもって、複数
の各洗面所設備を順番に監視することができる。
【００８０】
　上記したように、本発明に基づくシステムに用いられることのできる様々な形式の溢れ
出しセンサのあるものは、超音波、ＵＷＢ、レーザセンサ等のように信号或いはビームを
発信する能動装置である。このような装置の全ては、連続的なパルス列として、或いは、
トイレを流したり（フラッシュ）、流し台を使用したり、ストールのドアを開いたりする
等の洗面所に於ける特定の事象或いは洗面所に於ける人の動きを検出することによりトリ
ガされるまでスリープ状態であるようなものであって良い。この点に関して、溢れ出しセ
ンサを、例えば図５に示された洗面所モニタシステムの他の特徴と一体化し、システムに
より監視される事象によりトリガされるようにすることができる。このような構造は、消
費電力を節約し、様々な部品の寿命を延ばすことを可能にする。
【００８１】
　近代的な洗面所設備の多くは、自動的にトリガされる構造を備えている。例えば、公共
洗面所の多くは、赤外線、その他の検出手法を用いて、利用者を検出し、その後利用者が
検出領域を離れるとトイレを流すことが一般的となっている。同様に、利用者の手が所定
の領域内で検出されると給水栓（蛇口）を自動的に開くようにすることができる。このよ
うに、本発明の概念から逸脱することなく、このような自動的な装置を備えた洗面所に於
いて、洗面所内の溢れ出し状態或いは水の滞留状態が検出されたときに、このような設備
を遮断し、或いは非作動とすることができる。
【００８２】
　図１１に示された実施例は、図３に示された実施例と同様に、ＷＭＳ１０４０と、自動
蛇口４０００、自動便器４０１０及び遠隔制御遮断弁４０１２の制御ユニットとの間に設
けられた通信リンクを含む。このリンクは、有線であっても無線であっても良い。ＳＵ１
０９０からＳＵ１１００のいずれも、特定の便器或いは流し台が溢れ出しそうである、或
いは既に溢れ出したことを検出するものであって良い。上記したような場合にアラームを
発することに加えて、ＷＭＳ１０４０は、溢れ出し状態が悪化するのが停止されるように
、設備を自動的に非作動とすることができる。監視対象たる洗面所は、アラーム状態に応
答して、ＷＭＳ１０４０により起動されるような電磁弁などからなる遠隔制御可能な遮断
弁或いは供給弁を備えるものであって良い。そのような弁は、設備の各々に設けられて良
く、或いは１つの弁により複数の設備を管理するようにしても良い。
【００８３】
　図４に関連して前記したように、ＳＵ１０１４（溢れ出しセンサ３１１８）は、バッテ
リや（ＡＣ電源からＤＣ電源に変換するものであって良い）建物の主電源等からなる主電
源及びバックアップ電源を含む適当な電源回路により電力の供給を受ける。図８は、図６
Aのセンサ構造が主電源及びバックアップ電源を備えているような、様々な電源構成の実
施例を示す。この実施例では、溢れ出しセンサ１１１８の電子パッケージが、検出器２０
１２に対して離隔して配置されている。検出器２０１２がパッケージ１１１８と無線通信
する場合には、検出器２０１２とパッケージ１１１８とに別個に電力を供給しなければな
らない。この目的には、同一の或いは異なる電源を用いることができる。検出器２０１２
がパッケージ１１１８と有線通信する場合には、図４に示されるように、電力は、パッケ
ージ１１１８を介して検出器２０１２に供給される。電源回路１０２９は、主バッテリ或
いは建物の主電源との接続部を含めて、パッセンサ電子ケージ１１１８に一体化したり、
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パッケージ１１１８の離隔して配置し、電源を検出器及びパッケージの両者にワイヤ接続
することができる。
【００８４】
　図８に示された実施例では、電源回路１０２９に電力を供給するために１つ又は複数の
ソーラパネル２０３０が用いられている。ソーラパネル２０３０は、既存の照明状態によ
って電力を効率的に発生し得るように、便器のタンクの上、壁その他の洗面所の適宜な場
所に配置される。ソーラパネルは周知であって、市販されているいくつものものを使用す
ることができる。ソーラパネルは、溢れ出しセンサの主電源１０２９に電力を供給し、主
電源がダウンしたときには、バックアップ電源として機能することができる。ソーラパネ
ル２０３０は、また、光が得られる限り、バッテリ電源を細流充電するために用いること
ができる。
【００８５】
　更に別の電源としては、ストールのドアのヒンジや、便座カバーや、便座などのような
洗面所設備の動き等により電力を発生するものがある。例えば比較的小型のダイナモをヒ
ンジに設け、それが取り付けられたドアその他の物体を動かす度に電力を発生するように
することができる。本出願人は、ＭＥＭＳ（micro electro mechanical systems）として
当該技術分野において知られている装置が開発されていると信じている。ｋｉｎｅｔｉｃ
電源とも呼ばれる内部発電機構を介して駆動される時計、懐中電灯等の電気用品が知られ
ている。このようなｋｉｎｅｔｉｃ電源を、溢れ出しセンサを駆動するために構成するこ
とができる。便座カバーのヒンジに組み込まれた動き発電機２０５０をなす、このような
装置の概念図が図８に示されている。動き発電機２０５０をストールのドアやキャビネッ
トのドアのヒンジに設けることができる。カバー或いはドアの動きにより発生した電力を
利用するために、発電機２０４０、２０５０を、整流器を介して、キャパシタ回路や、充
電可能なバッテリに接続することができる。
【００８６】
　マイクロバッテリについても技術革新がなされており、本発明に基づくモニタシステム
に於いて、このようなマイクロバッテリにより、溢れ出しセンサ１１１８の主電源或いは
バックアップ電源に電力を供給することができる。例えば、バッテリ内の放射性同位元素
により駆動されるマイクロバッテリが知られている。
【００８７】
　ここで言及されている電源構成は、いずれも溢れ出しセンサを含むここで言及されてい
るセンサユニットにいずれにも適用可能であることを了解されたい。
【００８８】
　上記したように、溢れ出し状態を検出するため最善を尽くしても、気付かないうちに溢
れ出し状態が発生し、洗面所施設の床を水浸し状態にしてしまうことがある。水や高湿度
状態は、設備の水供給管からのリーク、管の破損、破壊行為などによる設備の破損、結露
等によっても発生する。そのようなことから、洗面所モニタシステムにセンサを一体化し
、このような状態の出現を検出し、警報を発することも本発明の概念に含まれる。
【００８９】
　洗面所施設の床の上の水の存在或いは滞留を検出するための実施例が図１０に示されて
いる。この実施例では、洗面所５０００は、いくつもの便器５０１０、５０１４，５０１
８及び流し台５０２６を備えている。ここでは、これらの設備からの水のリーク或いは溢
れ出しにより、水が、これらの設備の近傍或いは下方に滞留することを想定する。これら
の領域を、監視領域５０１２、５０１６、５０２０、５０２８と呼ぶものとする。洗面所
５０００のドアの近傍領域５０２４などの他の領域も監視することができる。監視領域を
監視するために水センサが設けられ、原因を問わず床の上の異常な量の水を検出する。水
センサは、監視領域を視野内に捉え得る、天井、壁その他の位置に設けられる。図１０に
示された実施例では、複数の水センサ５０３８、５０３６、５０３４、５０３２、５０３
０が、監視領域を見下ろすように天井の表面或いはその内部に設けられている。
【００９０】
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　本発明のある実施例では、監視領域５０１２に於ける水５０２２或いは洗面所５０００
の入口に於ける水５０２４等のような、ある領域への水の導入の結果として、この領域に
於ける熱のシグネチュア（特徴）に対する変化に反応する温度センサが用いられる。様々
な温度センサを用いることができる。ある実施例では、センサが赤外線センサからなる。
測定された温度が、所定の閾値を所定時間以上に渡って越えると、洗面所モニタシステム
によりアラームが発せられ、監視領域に於ける水の存在が表示される。ＨＶＡＣ（空調）
システム等による温度変化の予測に基づき、センサを自動的に較正すると良い。センサは
、また、利用者が手を洗った後に手から水を振り払ったときのような、通常の条件下では
作動しないように較正される。
【００９１】
　本発明のシステムに於いて使用し得る温度監視センサとしては、特許文献１１から特許
文献１４等に記載されているものがある。
【特許文献１１】米国特許４、８００、２７８号明細書
【特許文献１２】米国特許４、５１４、６３１号明細書
【特許文献１３】ＥＰ特許０１１３０６９号明細書
【特許文献１４】ＥＰ特許１３８４９７８号明細書
【００９２】
　図９に示された実施例と同様に、水センサ５０３８、５０３６、５０３４、５０３２、
５０３０の制御電子パッケージは、発信機受信機要素から離隔して配置され、そのような
要素と有線又は無線で通信するようなものであって良い。別の実施例では、水センサ５０
３８、５０３６、５０３４、５０３２、５０３０は完全に一体化されたパッケージをなす
。また、各監視領域５０１２に個別の水センサを設けても、１つの水センサにより複数の
監視領域を監視するようにしても良い。
【００９３】
　図１２は、洗面所６０００の所定の領域に於ける水の存在を監視するための別の実施例
を示す。この実施例では、センサが、監視領域６０１８、６０２２、６０２８、６０３０
への水の導入の結果として、導電性部材の導電特性の変化を検出するように配置される。
ある実施例では、各監視領域６０１８、６０２２、６０２８、６０３０が、対応する領域
に於ける水の存在に反応する導電性部材のアレイ或いはパターン６０１９、６０２３、６
０２７、６０３１を含む。例えば、導電性部材は開回路をなし、この開回路は、それらを
交差する水或いは湿気により閉じられるものであって良い。導電性部材に関連するセンサ
電子パッケージは、回路が閉じられるのを検出し、上記したようにアラームを洗面所モニ
タステーションに転送する。或いは、導電性部材は閉回路をなし、この閉回路は、監視領
域に導入された水或いは湿気により短絡される。センサ電子パッケージは、短絡を検出す
ると、アラームを洗面所モニタステーションに転送する。
【００９４】
　導電性部材は、好ましくはそれに触れた人や監視領域に踏み込んだ人に危険を及ぼさな
いような電圧範囲で作動するものとすると良い。約ＤＣ１Ｖから５Ｖの電圧範囲が適切で
ある。
【００９５】
　監視領域を形成するために様々な導電性部材の構成を利用し、様々な電気特性の組み合
わせを利用することができる。例えば、設備の下部或いは流し台に隣接する領域を外囲す
る導電性部材のループ（ワイヤ）により監視領域の外周を画定することができる。導電性
部材は直接床材に組み込まれ、かつ床面上に露出したものからなり、その２点を横切る水
が検出可能なループを形成する。導電性部材は、床の好適なデザインを構成するものであ
ったり、既存の床材に目に付かないように組み込まれるものであって良い。別の実施例で
は、図１２に示されるように、導電性部材が所望のパターンをもって組み込まれたマット
、パッド等が、所望のパターンをもって床上に配置される。この実施例は、パッド等が移
動可能な点で好適であって、既存の床に設置するのに適している。パッドは、電気的絶縁
材料上に、格子状その他のパターンの導電性部材を配置したものであってよい。
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【００９６】
　パッド等の導電性部材構造６０１９、６０２３、６０２７、６０３１は、対応するセン
サユニット電子パッケージ６０２０、６０２４、６０２８、６０３２を含み、各電子パッ
ケージは、連続した或いは固定した周波数の電力を導電性部材に供給する。上記したよう
に、採用された検出原理に応じて、電子パッケージ６０２０、６０２４、６０２８、６０
３２は、監視領域への水の導入の結果としての電気的特性の任意の組み合わせの変化を検
出する。各パッド或いは導電性部材構造は、便器の下方に設けられたパッドとして図示さ
れているように、専用のセンサ制御パッケージ６０２０をなすものであっても良く、流し
台に隣接して設けられたパッドとして図示されているように、単一の制御パッケージ６０
３２が、複数のパッドを順番に管理するようにしても良い。制御パッケージは、上記した
ように、いずれもＷＭＳと通信する。
【００９７】
　ＷＭＳは、制御ロジック回路又はアルゴリズムを用いて、パッド或いは監視領域のアラ
ーム発生タイミング及び順序に基づき、床の上の水の位置、流量、水の流れの方向を検出
することができる。
【００９８】
　図１３から図１５に示された実施例では、監視領域６０１８には、導電性部材７０１２
、７０１４、７０１０が格子状に組み込まれている。図示された実施例では、格子状構造
は、対称的なパターン或いはロゴ、紋章などの所望のパターンをなして配置された露出す
る複数の導電性ポリマービーズを含む。ビーズ（ｂｅａｄｓ）とは、導電性部材の任意の
形成体であって良い。図１４，１５に示された実施例では、ビーズ７０１０は、センサパ
ッケージ６０２０から電力の供給を受ける導電性部材の開回路の個々の脚部７０１２、７
０１４に電気的に接続されている。ビーズ７０１０は、少なくとも床面上で露出すると共
に、適当な導電体により接続される。ビーズ間の電気的接続構造は床材或いは絶縁マット
・パッド中に設けられる。このような実施例に於いては、十分な水７０１６が監視領域６
０１８に導入されると、互いに隣接する脚部間を水が交差することにより回路が閉じられ
るのが、センサパッケージ６０２０により検出される。ビーズ７０１０を様々なパターン
で配置することができ、図１３，１４に示されたものは単なる一例である。
【００９９】
　図１３，１４に示された実施例は、必ずしも導電性ビーズを使用することを必須とする
ものではなく、開回路の脚部を形成するために任意の他の導電性部材を使用することがで
きる。例えば、脚部７０１４は、導電性ポリマー、ワイヤ等の連続的に筋状をなす露出し
た導電性部材により構成することもできる。
【０１００】
　図１３の変形実施例では、導電性の板、パッド等の導電性部材７００８がセンサパッケ
ージ６０２０から電力の供給を受けるようになっている。任意のパターンの導電性ビーズ
７０１０が、導電性部材７００８に接続され、かつ監視領域の上面にて露出している。導
電性部材７００８は、床材に組み込まれるものでも、絶縁マット・パッドに層状に設けら
れるものであっても良い。これらのビーズを水が横切ると、ビーズ間の回路が閉じられ、
これが、監視対象たる回路の特性の変化として、センサパッケージ６０２０により検出さ
れる。
【０１０１】
　いずれの実施例に於けるビーズ７０１０であっても、他の用途に利用することができる
。そのような用途としては、監視領域の広さを特定したり、監視領域を滑り難くしたり、
見栄えの良いデザインやロゴを表示することなどがある。
【０１０２】
　ある実施例では、ビーズ７０１０は、導電性ポリマーによりコーティングされたセラミ
ックビーズのような、少なくとも部分的に導電性ポリマーからなるものであって良い。別
の実施例では、ビーズが全体として、それ自体導電性の導電性ポリマーや、フィラー材料
により導電性となったポリマーからなるものであっても良い。フィラー材料により導電性
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となったポリマーとしては、熱可塑性の材料中に、ファイバー、フレーク、ビーズ或いは
針状の（アモルファス或いはナノクリスタル）カーボンブラック、銀、アルミニウム等を
分散させたものであって良い。或いは、ＴＴＦ（tetrathiafulvalent）、ＴＣＮＱ（tetr
acynoquinodimetane）或いはそれらのブロックコポリマーのような網目状の有機結晶材料
を用いても良い。自体導電性の導電性ポリマーとしては、polyacetylene, polypyrrole, 
polythiophene, polypthalocyanines, polyphenylvinylene, polyphenylsulfide, polyan
iline等がある。
【０１０３】
　他の実施例と同様に、パッド或いは導電性部材に対応するセンサユニット６０２０の閾
値は、通常の温度及び湿度条件を伴う通常の使用状態にあってはアラームを発生すること
がないように調節され、かつ較正される。
【０１０４】
　溢れ出しセンサの場合と同様に、水センサ或いは湿度センサは、洗面所モニタステーシ
ョンを介して、自動設備制御弁或いは遮断弁に一体化することができる。
【０１０５】
　以上、本発明を特定の実施例について説明したが、本発明はこのような実施例によって
限定されるものではない。むしろ、本発明は、添付の特許請求の範囲に記載された本発明
の概念から逸脱することなく様々な変形、変更を加えたものをも含むものであることを了
解されたい。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明のある実施例に於ける、洗面所センサユニットと、データ通信ユニットと
、洗面所モニタステーションとの間の原理的な関係を示すブロック図である。
【図２】本発明のある実施例に於ける、データ通信ユニットの内部構造を示すブロック図
である。
【図３】本発明のある実施例に於ける、便器及び流し台溢れ出しセンサと、データ通信ユ
ニットと、洗面所センサユニットと、他の構成要素との間の関係を示すブロック図である
。
【図４】本発明に基づく監視システムに用いることのできる溢れ出しセンサユニットの例
示的内部構造を示すブロック図である。
【図５】本発明に基づく溢れ出しセンサが組み込まれたシステムの実施例に於ける、洗面
所の構成要素及び溢れ出し状態を含む諸状態を監視し、報告し、分析するためのシステム
のブロック図である。
【図６Ａ】溢れ出しセンサが組み込まれた、監視された洗面所の便器を示す概念図である
。
【図６Ｂ】溢れ出しセンサが組み込まれた、監視された洗面所の便器を示す概念図である
。
【図７】溢れ出しセンサが組み込まれた、監視された洗面所の流し台を示す概念図である
。
【図８】図６Ａ及び６Ｂに示された便器のための電源を示す概念図である。
【図９】本発明に基づく、監視された洗面所の便器及び流し台の溢れ出し状態を監視する
ための別の実施例を概念図である。
【図１０】本発明に基づく、監視された洗面所の床の上の水或いは湿気を監視するための
別の実施例を概念図である。
【図１１】本発明のある実施例に於ける、便器及び流し台溢れ出しセンサ又は水センサと
、データ通信ユニットと、洗面所センサユニットと、他の構成要素との間の関係を示すブ
ロック図である。
【図１２】本発明に基づく、監視された洗面所の床の上の水或いは湿気を監視するための
別の実施例を示す概念図である。
【図１３】図１２に示された水監視システムに用いることのできる水センサパッドを示す



(23) JP 2008-524702 A 2008.7.10

斜視図である。
【図１４】水センサの別の実施例を示す斜視図である。
【図１５】水センサの別の実施例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【０１０７】
１０１４　センサユニット（ＳＵ）
１０３８　データ通信ユニット（ＤＣＵ）
１０４０　洗面所モニタステーション（ＷＭＳ）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６Ａ】
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【図６Ｂ】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】

【図１４】
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【図１５】
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